
本校では、「人権尊重を基盤とし、創造性豊かで積極的に行動する子どもの育成」という教育目

標のもと、教科学習だけでなく、すべての教育活動の中で、人権への理解を深め、ともに響きあい

高めあう集団づくりを行っています。特に「いじめ」に関しては、いじめ防止基本方針のもと、教

職員自身が，児童生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し，児童の人

格のすこやかな発達を支援するために取り組んでいます。そして、どんな小さないじめも見逃さな

い体制づくりに努めています。保護者の皆様からの情報もとても重要です。小さなことでもお知ら

せいただけると嬉しいです。下記のスライドは、６年生が広島への修学旅行のあとの授業で使用し

たものの抜粋です。 

【学習後の児童の感想より】 

 ぼくは、いじめた方にもいじめられた方にもなったことがある。いじめてる時は楽しかった。

けれどいじめられた時は悲しかった。いじめたことを後悔している。 

 ついつい人の欠けた（できない、苦手な）ところを探してしまうが、それも個性だ。人の良い

所を見つけられる人になりたい。 

 仲裁者になることで、１つの命を救うことができるかもしれない。そう思うと、人間はすばら

しくもあるし、いやなものでもあると思った。 

 自分や相手を認めて自分の事を大切に思うことで、差別やいじめが少しは無くなると思う。 


